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会社法上の対応が不可欠
有報等の提出期限の延長を
踏まえて決算・総会日程を
どう組み直すか

有限責任 あずさ監査法人
公認会計士

和久　友子

こ
の
記
事
の
エ
ッ
セ
ン
ス

●決算・監査作業の遅延により、スケジュールの組み直しが余儀なくされているとこ
ろ、有報等の提出期限の９月末まで一律延長を踏まえ、会社法の決算スケジュー
ルを見直し、定時総会開催日や招集通知の発送期限を調整し、決算・監査期間を
確保することが望まれる。

●決算・監査期間の確保をしてもなお、定時総会において計算書類等の報告ができ
ない場合に備え、定時総会の延期についても想定しておく必要がある。

ViewpointViewpoint

は
じ
め
に

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
拡
大

を
受
け
て
、
政
府
は
、
２
０
２
０
年
４
月

７
日
に
東
京
、
大
阪
等
の
７
都
府
県
を
対

象
に
緊
急
事
態
宣
言
を
発
出
し
、
出
勤
者

７
割
減
と
い
っ
た
外
出
自
粛
等
を
要
請
、

16
日
に
は
全
国
に
範
囲
を
拡
大
し
た
。
執

筆
時
点
で
は
東
京
で
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
の
潜
伏
期
間
の
目
安
で
あ
る
２

週
間
が
経
過
し
て
い
る
が
、
い
ま
だ
感
染

拡
大
が
収
束
す
る
目
処
は
立
っ
て
お
ら

ず
、
５
月
６
日
ま
で
を
期
限
と
す
る
宣
言

が
延
長
と
な
る
の
か
予
断
を
許
さ
な
い
状

況
で
あ
る
。
こ
う
し
た
な
か
、
す
で
に
わ

が
国
に
お
い
て
最
も
集
中
す
る
３
月
期
の

企
業
決
算
・
監
査
の
時
期
に
突
入
し
て
い

る
が
、
大
幅
に
作
業
が
遅
延
す
る
こ
と
が

見
込
ま
れ
る
。

金
融
庁
は
、
４
月
14
日
に
有
価
証
券
報

告
書
等
の
提
出
期
限
の
９
月
末
ま
で
の
一

律
延
長
を
決
定
、
15
日
に
は
、
金
融
庁
が

事
務
局
を
つ
と
め
る「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
の
影
響
を
踏
ま
え
た
企
業
決

算
・
監
査
等
へ
の
対
応
に
係
る
連
絡
協
議

会
」（
以
下
、「
連
絡
協
議
会
」と
い
う
）⑴
が

「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響

を
踏
ま
え
た
企
業
決
算
・
監
査
及
び
株
主

総
会
の
対
応
に
つ
い
て
」と
題
し
た
声
明

を
公
表
し
た
。

本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
状
況
下
で
多
く

の
企
業
が
決
算
と
監
査
作
業
の
遅
延
に
よ

り
、
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
組
み
直
し
が
余
儀

な
く
さ
れ
て
い
る
状
況
と
考
え
ら
れ
る
こ

と
か
ら
、
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
変
更
を
検
討
す

る
に
あ
た
っ
て
の
ポ
イ
ン
ト
を
紹
介
す
る

こ
と
と
し
た
い
。
な
お
、
未
曾
有
の
事
態

で
も
あ
り
、
今
後
新
た
な
法
解
釈
や
実
務

が
形
成
さ
れ
て
い
く
も
の
と
思
わ
れ
、
今

後
の
動
向
に
注
視
が
必
要
で
あ
る
こ
と
、

本
稿
の
意
見
に
わ
た
る
部
分
は
私
見
に
す

ぎ
な
い
こ
と
を
申
し
添
え
る
。

⑴

構
成
メ
ン
バ
ー
は
日
本
公
認
会
計
士
協
会
、
企
業
会
計

基
準
委
員
会
、
東
京
証
券
取
引
所
、
日
本
経
済
団
体
連
合

会
。オ
ブ
サ
ー
バ
ー
は
全
国
銀
行
協
会
、
法
務
省
、
経
済
産

業
省
。２
０
２
０
年
４
月
３
日
に
設
置（https://w

w
w
.

fsa.go
.jp
/n
ew
s/r1

/so
n
o
ta/2

0
2
0
0
4
0
3
_

kansa/20200403.htm
l

）。

有
価
証
券
報
告
書
等
の

一
律
延
長

金
融
庁
は
、
４
月
14
日
に
有
価
証
券
報

告
書
等
の
提
出
期
限
の
９
月
末
ま
で
の
一

律
延
長
を
決
定
し
た
こ
と
を
公
表
し
、
17

日
に
、「
公
益
上
、
緊
急
に
命
令
等
を
定
め

る
必
要
が
あ
る
た
め
、
手
続
を
実
施
す
る

こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
き
」（
行
政
手
続
法

39
④
一
）に
該
当
す
る
と
し
て
意
見
公
募

手
続
を
実
施
せ
ず
、
企
業
内
容
等
の
開
示

に
関
す
る
内
閣
府
令
等
の
一
部
を
改
正
す

る
内
閣
府
令
を
公
布
、
即
日
施
行
し
た
。
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改
正
内
容
は
、
２
０
２
０
年
４
月
20
日

か
ら
９
月
29
日
ま
で
の
期
間
に
提
出
期
限

が
到
来
す
る
有
価
証
券
報
告
書
、
四
半
期

報
告
書
、
半
期
報
告
書
、
親
会
社
等
状
況

報
告
書
、
外
国
会
社
報
告
書
等
に
関
し
、

一
律
に
２
０
２
０
年
９
月
30
日
ま
で
提
出

期
限
を
延
長
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

同
年
２
月
10
日
に
金
融
庁
が
公
表
し
た

「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関
連

す
る
有
価
証
券
報
告
書
等
の
提
出
期
限
に

つ
い
て
」に
よ
り
、
財
務
局
長
等
へ
個
別

に
申
請
を
行
う
形
で
の
延
長
が
認
め
ら
れ

て
い
た
が
、
府
令
の
改
正
が
行
わ
れ
た
こ

と
に
よ
り
、
こ
う
し
た
個
別
申
請
は
不
要

と
な
っ
た（
企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す

る
内
閣
府
令
附
則
④
）。

会
社
法
の

決
算
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

前
述
の
と
お
り
、
有
価
証
券
報
告
書
の

提
出
期
限
が
延
長
に
な
っ
て
も
、
会
社
法

の
決
算
・
監
査
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
が
不
変
で

あ
れ
ば
、
実
質
的
に
は
何
ら
意
味
が
な
い

こ
と
に
な
る
。
こ
の
た
め
、
会
社
法
の
決

算
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
も
あ
わ
せ
て
見
直
す
必

要
が
あ
る
。

こ
こ
で
、
あ
る
３
月
期
決
算
会
社
の
決

算
・
監
査
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
示
す
と
、
図

表
１
の
と
お
り
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
わ
か

（図表１）　３月期決算会社の決算・監査スケジュール

月・日 項　目 内　容 関係法令

４月22日（水） 計算書類およびその附属明細書の
作成、監査役・会計監査人に提出

会社法435②、436②一、会計規
125

４月28日（火） 連結計算書類の作成、監査役・会
計監査人に提出 会社法444③④、会計規125

５月15日（金）
会計監査人から会計監査報告（連結
分含む）を特定監査役・特定取締役
に提出

計算書類の全部を受領した日から
4週間（計算書類の附属明細書は受
領した日から1週間）。連結計算書
類は、受領した日から4週間（注１）（注２）

会計規130

5月20日（水）
特定監査役から監査役会の監査報
告（連結分含む）を特定取締役・会
計監査人に提出

会計監査人から会計監査報告を受
領した日から1週間（注２） 会計規132、会施規132

5月21日（木） 決算取締役会 会社法298、436③、444⑤、会施
規63、93

6月８日（月） 招集通知発送 定時株主総会の会日から2週間前ま
で

会社法299、301、302、437、会
施規65、66、会計規133、134

６月26日（金） 定時株主総会 会社法124、296、309、438、
439、444⑦、454

（注1）　特定取締役と特定監査役と会計監査人による合意により、計算書類等については伸長が可能。連結計算書類については伸長・短縮が可能。
（注2）　事後的に監査が終了すればその後の手続を前倒して進めることも可能。

る
よ
う
に
、
株
主
総
会
の
開
催
日
の
２
週

間
前
に
招
集
通
知
と
と
も
に
計
算
書
類
や

監
査
報
告
を
発
送
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
か
ら（
会
社
法
437
、
会
計
規
133
、
134
）、

株
主
総
会
の
日
程
か
ら
逆
算
し
て
決
算
と

監
査
の
作
業
期
間
が
決
ま
る
。

な
お
、
連
結
計
算
書
類
の
監
査
報
告
は

招
集
通
知
の
際
に
提
供
し
な
く
て
よ
い
こ

と
に
な
っ
て
い
る
が（
会
社
法
444
⑥
、
会

計
規
134
②
）、
連
結
計
算
書
類
に
つ
い
て

は
監
査
が
終
了
し
、
取
締
役
会
の
承
認
を

受
け
た
も
の
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と（
会
社
法
444
⑥
⑤
④
）と
の
関
係

で
、
監
査
は
終
了
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
監
査
期
間
の
満

了
に
よ
っ
て
、
監
査
を
受
け
た
も
の
と
み

な
さ
れ
る
と
い
う
規
定（
会
計
規
130
③
）に

よ
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
こ
れ
は
連
結

計
算
書
類
に
適
正
意
見
が
な
い
も
の
と
し

て
取
り
扱
う
こ
と
に
な
り
、
会
社
や
株
主

に
と
っ
て
望
ま
し
い
も
の
で
は
な
い
こ
と

か
ら
、
こ
こ
で
は
監
査
を
終
了
し
、
監
査

報
告
を
提
供
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い

る
。

⑴　
定
時
株
主
総
会
の
開
催
日

定
時
株
主
総
会
の
開
催
日
に
つ
い
て

は
、
会
社
法
上
は
毎
事
業
年
度
の
終
了
後

一
定
の
時
期
に
招
集
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
規
定（
会
社
法
296
①
）が
あ
る
の
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み
で
、
事
業
年
度
末
か
ら
３
カ
月
以
内
に

開
催
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
規
定

は
な
い
。定
時
株
主
総
会
の
招
集
時
期
や
、

株
主
総
会
の
議
決
権
行
使
基
準
日
を
決
め

て
い
る
の
は
各
社
の
定
款
で
あ
る
。
こ
の

た
め
、
定
款
に
抵
触
し
な
い
範
囲
で
定
時

株
主
総
会
を
で
き
る
だ
け
後
ろ
倒
し
に
す

る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

⑵　
招
集
通
知
の
発
送
期
限

招
集
通
知
の
発
送
期
限
は
株
主
総
会
の

会
日
か
ら
２
週
間
前（
会
社
法
299
①
）と

な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
最
近
は
、
コ
ー
ポ

レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド（
以
下
、「
Ｃ

Ｇ
コ
ー
ド
」と
い
う
）に
よ
り
招
集
通
知
の

早
期
発
送
が
要
請
さ
れ
て
い
る
こ
と（
Ｃ

Ｇ
コ
ー
ド
補
充
原
則
１
―
２
②
）も
あ
り
、

法
定
よ
り
も
早
期
に
発
送
す
る
企
業
が
増

え
て
い
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
東
京

証
券
取
引
所
よ
り
、
例
年
と
比
較
し
て
発

送
の
時
期
が
遅
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、

そ
れ
自
体
を
も
っ
て
Ｃ
Ｇ
コ
ー
ド
の
趣
旨

に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
と
の
見
解
が
出

さ
れ
て
い
る
⑵
。
こ
の
た
め
、
こ
れ
ま
で

早
期
発
送
し
て
い
た
会
社
に
関
し
て
は
、

法
定
期
限
ま
で
決
算
・
監
査
期
間
を
確
保

で
き
る
余
地
が
あ
る
。

⑵　

東
京
証
券
取
引
所「
２
０
２
０
年
３
月
期
上
場
会
社
の

定
時
株
主
総
会
の
動
向（
速
報
版
）」２
０
２
０
年
４
月
７

日
（h

t
t
p
s
:/
/
w
w
w
.j
p
x
.c
o
.j
p
/

new
s/1021/20200407-02.htm

l

）。

⑶　
監
査
期
限

計
算
書
類
に
つ
い
て
は
、
会
計
監
査
人

と
監
査
役
等
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
４
週

間
⑶
、
１
週
間
と
い
う
監
査
期
間
を
確
保

し
つ
つ
、
合
意
に
よ
る
伸
長
が
で
き
る
形

に
な
っ
て
お
り
、会
計
監
査
人
で
い
え
ば
、

特
定
取
締
役
と
特
定
監
査
役
と
会
計
監
査

人
の
三
者
の
合
意
に
よ
り
伸
長
が
可
能
と

な
っ
て
い
る（
会
計
規
130
①
一
）。こ
こ
で
、

監
査
の
起
算
日
は「
計
算
書
類
の
全
部
を

受
領
し
た
日
」⑷
で
あ
る
。
他
方
、
連
結

計
算
書
類
の
監
査
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
、
計

算
書
類
と
は
少
し
異
な
る
。
連
結
計
算
書

類
の
監
査
期
間
は
、
計
算
書
類
と
同
様
、

連
結
計
算
書
類
の
全
部
を
受
領
し
た
日
か

ら
４
週
間
を
経
過
し
た
日
と
し
て
も
よ
い

し
、
三
者
の
合
意
に
よ
り
別
の
期
限
と
し

て
も
よ
い（
短
縮
し
て
も
伸
長
し
て
も
よ

い
）（
会
計
規
130
①
三
）。
論
理
的
に
は
、

連
結
計
算
書
類
の
作
成
日
は
計
算
書
類
の

作
成
日
以
降
に
な
り
、
し
た
が
っ
て
、
連

結
計
算
書
類
の
監
査
期
間
と
し
て
計
算
書

類
の
監
査
期
間
と
同
じ
程
度
の
期
間
を
確

保
し
よ
う
と
す
る
と
、
招
集
通
知
に
監
査

報
告
を
添
付
す
る
こ
と
に
無
理
が
あ
り
得

る
た
め
で
あ
る
⑸
。

た
だ
し
、
こ
こ
で
定
め
ら
れ
て
い
る
監

査
期
間
は
あ
く
ま
で
事
前
の
こ
と
で
あ

り
、
事
後
的
に
監
査
が
終
了
す
れ
ば
、
そ

の
後
の
手
続
を
前
倒
し
し
て
進
め
る
こ
と

が
で
き
る
。
と
は
い
え
、
今
般
の
事
態
は

決
算
・
監
査
の
作
業
自
体
が
遅
延
し
て
い

る
状
況
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
前
述
⑴
、
⑵

の
日
程
調
整
に
よ
り
監
査
期
間
を
確
保
す

る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

⑶　

計
算
書
類
の
附
属
明
細
書
に
つ
い
て
は
１
週
間
。

⑷　

計
算
書
類
の
附
属
明
細
書
に
つ
い
て
は
受
領
し
た
日
。

⑸　

始
関
正
光「
平
成
14
年
改
正
商
法
の
解
説
⑽
」（﹃
旬
刊
商

事
法
務
﹄１
６
４
９
号
、２
０
０
２
年
）。

⑷　
Ｗ
Ｅ
Ｂ
開
示
制
度
の
活
用

会
社
法
施
行
規
則
お
よ
び
会
社
計
算
規

則
に
は
、
株
主
へ
の
書
面
交
付
等
の
た
め

の
印
刷
代
・
郵
送
な
ど
の
費
用
負
担
の
増

加
か
ら
開
示
の
充
実
が
妨
げ
ら
れ
る
こ
と

の
な
い
よ
う
、
Ｗ
Ｅ
Ｂ
開
示
を
行
う
こ
と

に
よ
り
株
主
に
提
供
さ
れ
た
と
み
な
さ
れ

る
と
い
う
制
度
が
あ
る
。
こ
の
制
度
を
採

用
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
旨
の
定
款
の
定

め
が
必
要
と
な
る（
会
施
規
94
①
た
だ
し

書
き
等
）。
ま
た
そ
の
範
囲
は
、
株
主
総

会
参
考
書
類
、
事
業
報
告
、
株
主
資
本
等

変
動
計
算
書
、
個
別
注
記
表
お
よ
び
連
結

計
算
書
類（
会
計
監
査
報
告
お
よ
び
監
査

報
告
を
含
む
）の
全
部
ま
た
は
一
部
で
あ

る（
会
施
規
94
、133
③
④
、会
計
規
133
④
⑤
、

134
④
⑤
）。

実
務
上
は
、
ほ
と
ん
ど
の
会
社
が
Ｗ
Ｅ

Ｂ
開
示
に
係
る
定
款
規
定
を
置
い
て
お

り
、
注
記
表
や
連
結
注
記
表
の
み
を
対
象

と
し
て
い
る
会
社
が
圧
倒
的
に
多
い
⑹
。

Ｗ
Ｅ
Ｂ
開
示
制
度
を
採
用
し
て
い
る
会
社

に
つ
い
て
は
、
連
結
計
算
書
類
本
表
に
つ

い
て
も
そ
の
対
象
に
加
え
る
こ
と
で
招
集

通
知
に
添
付
す
る
書
面
の
印
刷
期
間
を
連

結
計
算
書
類
の
監
査
に
充
て
る
こ
と
が
可

能
と
な
る
。

図
表
１
の
と
お
り
、
実
務
上
、
計
算
書

類
と
連
結
計
算
書
類
の
作
成
タ
イ
ミ
ン
グ

は
異
な
る
も
の
の
、
監
査
や
取
締
役
会
承

認
に
関
し
て
は
同
時
進
行
で
進
め
ら
れ
、

監
査
報
告
も
同
日
付
で
発
行
さ
れ
る
こ
と

が
一
般
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
前
述
⑶
の

と
お
り
、
会
社
計
算
規
則
に
よ
れ
ば
、
計

算
書
類
と
連
結
計
算
書
類
に
つ
い
て
監
査

期
限
が
そ
れ
ぞ
れ
別
に
定
め
ら
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
Ｗ
Ｅ
Ｂ
開
示
制
度
を
活
用
し

て
い
る
会
社
に
関
し
て
は
、
連
結
計
算
書

類
の
監
査
期
間
を
最
大
限
確
保
す
る
趣
旨

で
、
計
算
書
類
よ
り
後
に
連
結
計
算
書
類

の
監
査
報
告
を
行
う
と
い
う
選
択
肢
も
考

え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

⑹　
「
株
主
総
会
白
書（
２
０
１
９
年
版
）」（﹃
旬
刊
商
事
法

務
﹄２
２
１
６
号
、２
０
１
９
年
）に
よ
れ
ば
、Ｗ
Ｅ
Ｂ
開
示

に
係
る
定
款
規
定
を
置
く
会
社
は
、
１
、６
９
４
社
中
１
、

６
１
６
社（
95
・
４
％
）。Ｗ
Ｅ
Ｂ
開
示
の
対
象
に
つ
い
て
、

１
、２
９
４
社
の
回
答
中
、
個
別
注
記
表（
１
、２
６
８
社
、

98
％
）、連
結
注
記
表（
１
、２
２
１
社
、94
・
４
％
）、株
主
資

本
等
変
動
計
算
書（
６
１
４
社
、
47
・
４
％
）、
事
業
報
告

（
５
０
６
社
、39
・
１
％
）と
な
っ
て
い
る
。

定
時
株
主
総
会
の

開
催
時
期

現
在
の
感
染
拡
大
の
状
況
を
踏
ま
え
れ
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Viewpoint

ば
、
前
述「
有
価
証
券
報
告
書
等
の
一
律

延
長
」の
よ
う
な
決
算
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の

調
整
に
よ
っ
て
も
、
定
時
株
主
総
会
に
お

い
て
計
算
書
類
等
の
報
告
が
で
き
な
い
こ

と
が
想
定
さ
れ
る
。
定
時
株
主
総
会
の
延

期
は
、
配
当
や
役
員
人
事
と
い
っ
た
重
要

事
項
に
影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
が
、

そ
う
し
た
影
響
を
最
小
限
に
し
つ
つ
、
適

切
に
開
催
で
き
る
よ
う
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
や

法
務
・
総
務
と
い
っ
た
関
係
部
署
と
で
き

る
だ
け
早
期
に
調
整
を
開
始
し
、
延
期
の

事
態
に
備
え
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

定
時
株
主
総
会
を
延
期
す
る
手
法
と
し

て
は
、
図
表
２
の
と
お
り
、
３
つ
の
方
法

が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

⑴　
単
純
延
期
方
式

法
務
省
が
公
表
し
た「
定
時
株
主
総
会

の
開
催
に
つ
い
て
」（
最
終
更
新
２
０
２
０

年
４
月
17
日
）に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
る

の
は
、
図
表
２
の
Ａ
単
純
延
期
方
式
で
あ

る
。
具
体
的
に
は
、次
の
事
項
を
通
知
し
、

個
社
が
所
定
の
手
続
を
経
て
定
時
株
主
総

会
の
延
期
を
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ

と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

・
定
時
株
主
総
会
の
開
催
時
期
を
定
款
に

定
め
て
い
て
も
、そ
の
時
期
に
開
催
で
き

な
い
状
況
が
生
じ
た
場
合
に
は
、そ
の
状

況
が
解
消
さ
れ
た
後
合
理
的
な
期
間
内

（図表２）　定時株主総会の延期方法（３月決算のケース）

方式
6月総会 7月総会

対象 手続 対象

A　単純延期方式 （開催せず） 4月以降の基準日を再設定 計算書類報告議案も含めす
べての議案

B ２段階方式

B-1　継続会方式 計算書類等の報告議案を含
めすべての議案（注）

定時株主総会で継続会の決議
（基準日は3月末のまま） 計算書類等の報告議案

B-2　別の株主総会招
集方式

計算書類等の報告議案を除
く議案 4月以降の基準日を再設定 計算書類等の報告議案

（注）　ただし、招集通知のタイミングで計算書類等の書類を株主に提供できないため、決算・監査が終了した後、ただちに計算書類等を株主に提供して株主による検討の機会を確保する。

に
定
時
株
主
総
会
を
開
催
す
れ
ば
足
り

る
。

・
定
款
で
定
時
株
主
総
会
の
議
決
権
行
使

基
準
日
を
定
め
て
い
る
場
合
に
、当
該
基

準
日
か
ら
３
カ
月
以
内
の
定
時
株
主
総

会
を
開
催
で
き
な
い
状
況
が
生
じ
た
と

き
は
、新
た
に
議
決
権
行
使
の
た
め
の
基

準
日
を
定
め
、当
該
基
準
日
の
２
週
間
前

ま
で
に
当
該
基
準
日
お
よ
び
基
準
日
株

主
が
行
使
で
き
る
権
利
の
内
容
を
公
告

す
る（
会
社
法
124
③
本
文
）。

・
特
定
の
日
を
剰
余
金
の
配
当
基
準
日
と

す
る
定
款
の
定
め
が
あ
る
場
合
で
も
、そ

の
特
定
の
日
を
基
準
日
と
し
て
剰
余
金

の
配
当
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
況

が
生
じ
た
と
き
は
、定
款
で
定
め
た
基
準

日
の
株
主
に
対
す
る
配
当
は
せ
ず
、別
の

日
を
基
準
日
と
し
て
剰
余
金
配
当
す
る

こ
と
も
可
能
で
あ
る
。こ
の
場
合
、当
該

基
準
日
の
２
週
間
前
ま
で
に
公
告
す
る

必
要
が
あ
る（
会
社
法
124
③
本
文
）。

⑵　
２
段
階
方
式（
継
続
会
方
式
）

他
方
、
剰
余
金
の
配
当
に
つ
い
て
株
主

総
会
決
議
事
項
と
な
っ
て
い
る
会
社
に
お

い
て
は
、株
主
へ
の
影
響
の
大
き
さ
か
ら
⑺
、

予
定
ど
お
り
議
案
を
決
議
し
て
お
き
た
い

と
い
っ
た
事
情
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
役
員
改
選
を
予
定
し
て
い
る
会
社

定価：6,900円＋税 
A5判　976頁

中央経済社

一連の実務の重要ポイントを、厳選した最新開示事例ととも
に解説。本書冒頭では、2020年３月期以降決算の留意事項
をダイジェスト。令和元年改正会社法なども取り上げる。

あずさ監査法人　編

会社法決算の実務〈第14版〉
―計算書類等の作成方法と開示例
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法人に入所後、2007年にあずさ監査法人に
入社、現在に至る。監査業務のほか、主に法
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士協会監査基準委員会副委員長、コミュニ
ケーション対応起草委員会委員長。主な著書
に『会社法決算の実務（第14版）』（共著）（中央
経済社、2020年）。

も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
た
め
、
い
っ

た
ん
は
計
算
書
類
の
報
告
議
案
を
含
め
て

定
時
株
主
総
会
を
招
集
し
開
催
す
る
も
の

の
、
監
査
済
の
計
算
書
類
等
を
招
集
通
知

の
発
送
に
際
し
て
株
主
に
提
供
で
き
な
い

場
合
に
は
、
当
初
予
定
さ
れ
て
い
た
定
時

株
主
総
会
に
お
い
て
、
剰
余
金
の
配
当
や

役
員
選
任
等
の
決
議
を
経
た
う
え
で
、
継

続
会
の
決
議
を
し（
会
社
法
317
）、
決
算
・

監
査
業
務
完
了
後
に
、
継
続
会
の
開
催
通

知
と
と
も
に
計
算
書
類
や
監
査
報
告
等
を

株
主
に
提
供
し
て
株
主
に
よ
る
検
討
の
機

会
を
確
保
し
て
、
継
続
会
に
お
い
て
計
算

書
類
や
監
査
報
告
等
の
報
告
を
行
う
と
い

う
方
法
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
が
、
金
融

庁
の
連
絡
協
議
会
声
明
で
触
れ
ら
れ
て
い

る
図
表
２
Ｂ
の
２
段
階
方
式（
Ｂ
─
１
継

続
会
方
式
）で
あ
る
。

た
だ
し
、
継
続
会
の
開
催
は
最
初
の
会

日
か
ら
相
当
期
間
内
と
し
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
学
説
は
分
か
れ
て
い
る
も
の
の
、
招

集
の
法
定
期
間
で
あ
る
２
週
間
以
内
と
す

べ
き
と
の
解
釈
が
通
説
と
な
っ
て
い
る
⑻
。

今
般
の
事
態
に
関
し
て
は
、
金
融
庁
の
連

絡
協
議
会
が
、
継
続
会
の
開
催
時
期
に
つ

い
て
、「
当
初
の
株
主
総
会
の
後
合
理
的
な

期
間
内
」に
開
催
す
る
と
し
、
今
般
の
決

算
・
監
査
の
状
況
に
応
じ
、少
し
幅
を
も
っ

て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
明
ら
か

に
し
て
い
る
。

⑺　

配
当
基
準
日
を
変
更
し
て
し
ま
う
と
権
利
落
ち
し
て

し
ま
う
た
め
、
東
京
証
券
取
引
所
は
投
資
家
に
対
し
警

鐘
を
鳴
ら
し
て
い
る（https://w

w
w
.jpx.co.jp/

new
s/1030/20200324-02.htm

l

）。

⑻　

倉
橋
雄
作「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
と
総
会
開

催
・
運
営
方
針
の
考
え
方
」（﹃
旬
刊
商
事
法
務
﹄２
２
２
７

号
、２
０
２
０
年
）。

⑶　

２
段
階
方
式（
別
の
株
主
総
会

招
集
方
式
）

と
は
い
え
、
継
続
会
は
当
初
の
定
時
株

主
総
会
と
同
一
の
会
議
で
あ
り
、
議
決
権

行
使
可
能
な
株
主
も
変
更
さ
れ
な
い
。
こ

の
た
め
、
定
時
株
主
総
会
を
開
催
す
る
タ

イ
ミ
ン
グ
で
も
決
算
・
監
査
業
務
の
完
了

目
処
が
立
っ
て
お
ら
ず
、
継
続
会
の
開
催

が
相
当
後
に
ず
れ
こ
む
こ
と
が
見
込
ま
れ

る
場
合
に
は
、
開
催
時
期
の
点
で
継
続
会

の
適
法
性
に
疑
義
が
生
じ
か
ね
な
い
⑼
。

こ
の
場
合
に
は
、
あ
ら
た
め
て
基
準
日

を
設
定
し
て
、
招
集
手
続
を
経
て
別
個
の

株
主
総
会
⑽
を
招
集
す
る
ほ
う
が
望
ま
し

く
、こ
れ
が
図
表
２
Ｂ
の
２
段
階
方
式（
Ｂ

─
２
別
の
株
主
総
会
招
集
方
式
）と
な
る
。

こ
の
別
の
株
主
総
会
の
開
催
は
、
有
価
証

券
報
告
書
の
提
出
期
限
が
９
月
末
ま
で
で

あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
９
月
末
ま
で
と

い
う
の
が
現
時
点
に
お
け
る
い
っ
た
ん
の

目
安
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

⑼　

濱
口
耕
輔「
株
主
総
会
当
日
の
議
事
運
営
と
想
定
問
答

の
準
備
」（﹃
旬
刊
商
事
法
務
﹄２
２
２
８
号
、
２
０
２
０

年
）。

⑽　

こ
の
場
合
、
厳
密
に
は
別
個
の
株
主
総
会
が
定
時
株
主

総
会（
会
社
法
438
）、
当
初
想
定
さ
れ
た
時
期
に
開
催
す
る

株
主
総
会
が
臨
時
株
主
総
会
と
い
う
位
置
づ
け
に
な
る
と

の
見
解
が
あ
る（
濱
口
・
前
掲
注
９
）。

定
時
株
主
総
会
の

開
催
方
法

次
に
、
株
主
総
会
を
開
催
す
る
と
い
う

こ
と
に
な
れ
ば
、
ど
の
よ
う
に
開
催
す
る

か
が
問
題
と
な
る
。
議
決
権
の
行
使
に
関

し
て
は
、
書
面
ま
た
は
電
磁
的
方
法
に
よ

り
行
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が（
会
社
法
298

①
三
・
四
）、
株
主
総
会
を
電
子
的
に
開
催

す
る
こ
と（
バ
ー
チ
ャ
ル
オ
ン
リ
ー
総
会
）

は
認
め
ら
れ
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る（
会
社

法
298
①
一
）。
こ
の
た
め
、
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド

型
バ
ー
チ
ャ
ル
総
会
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
手
段
に
よ
る
こ
と
も
一
案

で
あ
る
が
、
経
済
産
業
省
と
法
務
省
の

連
名
で
、
感
染
拡
大
防
止
策
の
一
環
と

し
て
、「
株
主
総
会
運
営
に
係
る
Ｑ
＆
Ａ
」

（
２
０
２
０
年
４
月
14
日
更
新
）が
公
表
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
物
理
的
に

開
催
す
る
総
会
に
お
い
て
、
合
理
的
な
範

囲
内
に
お
い
て
、
自
社
会
議
室
を
活
用
す

る
な
ど
、
例
年
よ
り
会
場
の
規
模
を
縮
小

す
る
こ
と
や
、
会
場
に
入
場
で
き
る
株
主

の
人
数
を
制
限
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る

こ
と
、
現
下
の
状
況
に
お
い
て
は
、
結
果

と
し
て
、
会
場
に
事
実
上
株
主
が
出
席
し

て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
株
主
総
会
を

開
催
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
こ
と
が
示

さ
れ
て
お
り
⑾
、
事
実
上
バ
ー
チ
ャ
ル
オ

ン
リ
ー
総
会
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
。

⑾　

経
済
産
業
省
・
法
務
省「
株
主
総
会
運
営
に
係
る
Ｑ
＆

Ａ
」２
０
２
０
年
４
月
２
日（
２
０
２
０
年
４
月
14
日
更
新
）

（https://w
w
w
.m
eti.go.jp/covid-19/kabunushi_

sokai_qa.htm
l

）。

お
わ
り
に

未
曾
有
の
事
態
で
あ
り
、
今
般
の
３
月

期
決
算
・
監
査
は
手
探
り
で
進
め
ざ
る
を

得
な
い
で
あ
ろ
う
。繰
り
返
し
に
な
る
が
、

特
に
株
主
総
会
運
営
に
関
し
て
新
た
な
法

解
釈
や
実
務
が
形
成
さ
れ
て
い
く
で
あ
ろ

う
こ
と
か
ら
、
今
後
の
動
向
に
は
引
き
続

き
注
視
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

筆
者
も
、
監
査
人
の
ひ
と
り
と
し
て
、

厳
し
い
制
約
下
で
は
あ
る
が
、
会
社
の
経

理
担
当
者
を
は
じ
め
と
す
る
皆
様
と
と
も

に
、
こ
の
困
難
な
状
況
を
乗
り
越
え
ら
れ

る
こ
と
を
切
に
願
う
も
の
で
あ
る
。
本
稿

が
少
し
で
も
皆
様
の
実
務
の
参
考
に
な
れ

ば
幸
い
で
あ
る
。

Viewpoint


